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思いやりの心で安全な交通確保を

道路の除雪はみんなの力で
冬期間の安全で円滑な交通を確保するため、幹線道路や通学路など主要な道路を中心に、除雪や凍結防
止剤の散布を行います。市等で除雪しきれない生活道路や自宅の前、歩道などは、各区に貸与されてい
る「歩行型除雪機」を活用し、隣近所で協力し合って、除雪をお願いします。

目安で積雪が 10㎝以上になると
除雪車が出動します

●昨年度の実績　
台数：110 台
除雪延長：約 874㎞
※市道総延長 1,687㎞の 52％

延べ作業時間：
・除雪 143 時間
・凍結防止剤散布 243 時間

除雪関連事業費：約 5,280 万円

●問い合わせ
▷市道
市建設課維持担当　471・2425　672・3569

▷国道 19 号
長野国道事務所松本国道出張所　425・5752

▷国道 147・403 号・県道
安曇野建設事務所　472・8880

▷国道 143 号
松本建設事務所　447・7800

寄せられた雪の除雪にご協力を　
大型除雪車がやむを得ず玄関や車庫の前などに雪を寄
せていくことがあります。玄関先などへ寄せられた雪
の除雪にご協力ください。

道路や水路に雪を捨てない　
除雪した雪を道路に出すと、道幅が狭くなり、通行の
支障や交通事故の原因となります。また、水があふれ
ることがありますので、水路へ雪を捨てないでくださ
い。

グリーンベルトはみんなの力で　
大型除雪車では、グリーンベルトの除雪はできません。
地域やＰＴＡの皆さんのご協力をお願いします。

路上駐車はしない　
除雪車のほか、救急車・消防車の活動の妨げになるた
め、路上駐車はしないでください。
除雪車は夜間や早朝に作業
主に深夜から早朝にかけて除雪します。通勤・通学時
までに除雪が終わらない場合もありますので、ご理解・
ご協力をお願いします。

作業中の除雪車に近づかない
作業中は事故防止のため、安全運転に努めますが、除
雪車への接近や無理な追い越しはしないでください。

凍結防止剤の散布について
各区に凍結防止剤を配布しますので、生活道路や歩道
などへの散布にご協力ください。

➡
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施　設
令和元年 12 月 令和２年１月

28日（土）29日（日）30日（月）31日（火） 1日（水） 2日（木） 3日（金） 4日（土） 5日（日）

暮
ら
し

市役所／各保健センター／穂高
健康支援センター

12 月 28 日　～　1 月 5 日
（証明書コンビニ交付は 12 月 29 日から 1 月 3 日まで利用できません）

図書館／交流学習センター／体
育施設／公民館 12 月 28 日　～　1 月 4 日

市夜間急病センター 定休日 12 月 30 日　～　1 月 3 日 定休日
上下水道料金センター 12 月 29 日　～　1 月 3 日 定休日
豊科葬祭センター

12 月 31 日　～　1 月 3 日
穂高クリーンセンター ※11：00まで 定休日 ※16：30まで ※11：00まで 定休日
ふるさとハローワーク（地域職
業相談室） 12 月 28 日　～　1 月 5 日

児童館 12 月 29 日　～　1 月 3 日

博
物
館
等

文書館／豊科郷土博物館／豊科
近代美術館／田淵行男記念館／ 
貞享義民記念館／臼井吉見文学館
／飯沼飛行士記念館

12 月 28 日　～　1 月 4 日

安曇野髙橋節郎記念美術館 12 月 28 日　～　2 月 20 日　（改修工事のため）
穂高郷土資料館／穂高鐘の鳴る
丘集会所／穂高陶芸会館 12 月 28 日　～　2 月 29 日　（冬季休館）

名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

【市体育協会】
安曇野テニス火曜日ナイ
タースクール（中上級）

安曇野テニス協会が実施する火
曜日のナイタースクールです。
中級者、上級者クラスの試合も
できる人を対象にスクールを行
います。

日 1月21日～3月31日（2月11日
を除く）毎週火曜日【全10回】午
後 7 時～ 9 時 30 分

場常念ドーム

対中・上級者
定 12 人
費 6,500 円【全 10 回分】
持運動着、硬式用ラケット、

テニスシューズ

申 12 月 7 日（土）～
24 日（火）安曇野
テニス協会ＨＰか
ら。

問安曇野テニス協会 
太田稔さん 4090・
8329・6991

あづみ野ランド
水中健康教室

水泳が苦手な人にもおすすめの
教室です。音楽に合わせて有酸
素運動をし、バランスの取れた
全身運動を行います。各コース
45 分、1 月から 3 月まで全 10
回行います。

日【アクアビクスコース】
①毎週火曜日　午後 3 時～（初
回 1 月 7 日）②毎週金曜日　午
後 1 時 45 分～（初回 1 月 10 日）

【ウォーキングコース】
毎週火曜日　午後 1 時 45 分～

（初回 1 月 7 日）
場あづみ野ランド

定各コース 45 人（定員に満た
ない場合は教室開始後も随
時募集）

費 2,000 円（初回で全 10 回
分を支払い）別途施設使用
料（入浴可）として毎回
600 円

申 12 月 11 日（水）
午後 1 時 30 分から
受付。あづみ野ラン
ド窓口へ直接。

問あづみ野ランド
　482・0256

【国営アルプスあづみの公
園（堀金・穂高地区）】
松本山雅ＦＣと一緒にポ
インセチアの Xmas ツリ
ー披露＆トークショー

松本山雅 FC の選手とホームタ
ウン担当片山真人さんとともに、
ポインセチアのビッグツリーの
お披露目式を開催。その後場所
を移して、トークショーなどを
開催します。

日 12 月 8 日（日）午後 4 時～ 5
時

場【ツリー披露】ガイドセンター
【トークショー】あづみの学校
玄関ホール

費要入園料

問国営アルプスあづみ
の公園　堀金・穂
高管理センター　
471・5511
671・5512

あづみ野寄席 2020

出演は春風亭昇太・柳家三三・
玉川太福。チケットは 12 月 14
日（土）から安曇野市商工会本
所で販売します。笑点でおなじ
みの人気落語家の話芸をお楽し
みください。

日 2 月 12 日（水）午後 7 時～
　（開場午後 6 時 30 分）
場豊科公民館大ホール

費【前売券】指定席 4,500 円、
自由席 3,500 円【当日券】
5,000 円、自由席 4,000 円

※販売は平日午前 9 時～午後
5 時

問安曇野市商工会豊科
支部青年部

　472・2986　
672・8461

安曇野フードドライブ

家庭に眠っている不要食品を提
供いただき、生活に困窮してい
る人への支援や「食品ロス」の
削減につなげるフードドライブ
を行います。場合によっては持
ち帰りいただきますので、状態
を確認してお持ちください。

日 12 月 8 日（日）・9 日（月）各
日午前 9 時～午後 4 時

場市役所 1 階東側ロビー

【提供できる食品】①缶詰②イ
ンスタント・レトルト食品
③乾物④米（平成 30 年度産
以降のもの）⑤菓子

【回収できないもの】①賞味期
限が切れている・明記され
ていない・1 カ月以内のも
の②開封されているもの③
生鮮食品・アルコール

問安曇野フードドライ
ブ実行委員会　桜井
さん

4090・4153・2019

●
閉
庁
日　

12
月
28
日
（
土
）
～
１
月
5
日
（
日
）

※
火
葬
の
予
約
や
戸
籍
の
届
け
出
は
、

閉
庁
日
で
も
市
役
所
本
庁
舎
１
階
西
側

「
夜
間
・
休
日
受
付
」で
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
各
支
所
で
は
受
け
付
け
し
て
い

ま
せ
ん
。

●
ご
み
収
集　

12
月
31
日
（
火
）
か
ら

１
月
3
日
（
金
）
ま
で
ご
み
の
収
集
は

行
い
ま
せ
ん
の
で
、
集
積
場
所
に
ご
み

を
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。「
ご
み
・

資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」を
確
認
し
、

計
画
的
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
し
尿
・
生
活
雑
排
水
の
く
み
取
り

年
末
に
至
急
の
く
み
取
り
は
で
き
ま
せ

ん
。
早
め
に
業
者
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
細
は
廃
棄
物
対
策
課
ま
た
は
各

業
者
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
廃
棄
物
対
策
課

　

4�

71
・
２
４
９
０�

6�

72
・
３
１
７
６

デ
マ
ン
ド
交
通
「
あ
づ
み
ん
」
と
定
時

定
路
線
は
、
12
月
28
日
（
土
）
か
ら
１
月

5
日
（
日
）
ま
で
運
休
し
ま
す
。
運
休
期

間
中
は
予
約
受
付
も
休
み
に
な
り
ま
す
。

積
雪
50
㌢
を
目
安
に
運
休

市
内
運
行
エ
リ
ア
内
で
、
積
雪
目
安
量

が
50
㌢
を
超
え
た
場
合
は
「
あ
づ
み
ん
」

と
定
時
定
路
線
を
運
休
し
ま
す
。

問
政
策
経
営
課
交
通
政
策
係
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５

年
の
暮
れ　

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

安
心
の
街

12
月
13
日（
金
）～
31
日（
火
）は

年
末
特
別
警
戒

年
末
は
犯
罪
が
多
発
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
、
自
主
防
犯
意

識
を
高
め
、
自
ら
身
の
回
り
を
点
検
し
、

犯
罪
者
を
寄
せ
付
け
な
い
安
全
・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

●
特
殊
詐
欺
に
注
意

▽
家
族
に
し
か
分
か
ら
な
い
「
あ
い
こ
と

ば
」
を
決
め
て
お
く
。

▽
料
金
請
求
の
メ
ー
ル
や
ハ
ガ
キ
、
電
話

は
す
ぐ
に
警
察
へ
相
談
す
る
。

●
子
ど
も
や
女
性
を
守
り
ま
し
ょ
う

▽
防
犯
ブ
ザ
ー
を
携
帯
す
る
。

▽
明
る
い
時
間
に
帰
宅
す
る
か
、
遅
く
な

っ
た
ら
家
族
に
迎
え
に
き
て
も
ら
う
。

●
侵
入
犯
罪
に
注
意

▽
確
実
な
施
錠
を
心
掛
け
る
。

▽
ド
ア
や
窓
に
は
補
助
錠
を
取
り
付
け

る
。（
ワ
ン
ド
ア
ー
・
ツ
ー
ロ
ッ
ク
）

●
自
転
車
の
盗
難
に
注
意

▽
自
転
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
主
錠
と

補
助
錠
の
ツ
ー
ロ
ッ
ク
を
す
る
。

▽
盗
難
に
備
え
「
防
犯
登
録
」
を
す
る
。

●
車
上
ね
ら
い
に
注
意

▽
車
内
を
整
理
整
頓と

ん

し
て
バ
ッ
グ
な
ど
を

置
か
な
い
。

▽
わ
ず
か
で
も
車
か
ら
離
れ
る
時
は
、「
ド

ア
ロ
ッ
ク
」
を
す
る
。

問
安
曇
野
警
察
署
・
安
曇
野
防
犯
協

会
連
合
会
（
4�

72
・
０
１
１
０
）　

12
月
１
日（
日
）～
31
日（
火
）は

年
末
の
交
通
安
全
運
動

降
雪
や
凍
結
に
よ
る
道
路
環
境
の
悪
化

や
、
飲
酒
機
会
の
増
加
な
ど
で
重
大
な
交

通
事
故
が
懸
念
さ
れ
る
季
節
で
す
。
路
面

状
況
や
道
路
環
境
に
応
じ
た
安
全
運
転
を

徹
底
し
、
運
転
者
・
歩
行
者
と
も
に
心
と

時
間
に
ゆ
と
り
を
持
ち
交
通
事
故
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

●
運
動
の
重
点

▽
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自

転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

▽
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

▽
飲
酒
運
転
の
根
絶

●
県
下
一
斉
街
頭
活
動
日

12
月
20
日
（
金
）

問
地
域
づ
く
り
課
生
活
安
全
係

　

4 

71
・
２
４
９
５�

6 

72
・
３
１
７
６

12
月
下
旬
か
ら

火
災
予
防
年
末
特
別
警
戒

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
、

火
災
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。
次
の
ポ
イ

ン
ト
に
気
を
付
け
て
、
新
し
い
年
を
迎
え

ま
し
ょ
う
。

◇
調
理
中
は
火
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

◇
寝
タ
バ
コ
や
タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て
は
し

な
い
。

◇
ス
ト
ー
ブ
に
は
、
燃
え
や
す
い
物
を

近
づ
け
な
い
。

◇
電
気
器
具
は
正
し
く
使
い
、
タ
コ
足
配

線
は
し
な
い
。

◇
風
の
強
い
時
は
、
た
き
火
を
し
な
い
。

◇
子
ど
も
に
は
、
マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
で

遊
ば
せ
な
い
。

◇
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置
か
な
い
。

　

問
お
近
く
の
消
防
署
へ

市
内
の
主
な
施
設
の
年
末
年
始
の
休
業
日
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
役
所
・
各
支
所
の
業
務

デ
マ
ン
ド
交
通
「
あ
づ
み
ん
」

ご
み
収
集
・
し
尿
・

雑
排
水
の
く
み
取
り

事
件
・
事
故
・
火
災
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

●主な施設の年末年始の休業日 休業日

※穂高クリーンセンターの28日、30日、1月4日は可燃ごみのみ受け入れます。（28日・1月4日は午前8時30分～11時まで）
※その他の施設については、各施設へ直接お問い合わせください。

各 種 情 報 コ ー ナ ー
他公共団体・後援団体などから寄せられた情報を掲載しています。
詳細は主催者に問い合わせください。

年
末
年
始
ガ
イ
ド



5 広報あづみの　お知らせ版　2019.12. 4 42019.12. 4　広報あづみの　お知らせ版

差押財産合同公売会を開催します
滞納の税に充てるため、差し押さえた財産を売却する差押財産合同公売会を開催します。

日 12 月 21 日（土）午後１時～ 3時 30 分　▷受付…午後１時～１時 30 分　
▷入札…午後１時 40 分～ 2時　▷開札…午後 2時 10 分から順次（午後 3時 30 分終了）

場豊科交流学習センター「きぼう」2階多目的交流ホール
内美術品、工芸品、娯楽用品、電気機器、オートバイなど約 100 点を入札により公売
参加団体…安曇野市、岡谷市、須坂市、長野県地方税滞納整理機構

持▷運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの　▷買取代金（現金）
　▷代理人が参加する場合は委任状（機構Ｈ

ホームページ

Ｐからダウンロードまたは問い合わせください）
参加団体および公売財産は、11月７日時点での内容です。公売財産は、滞納税の完納により
出品が中止されることもあります。詳細は事前に滞納整理機構ＨＰでご確認ください。

問長野県地方税滞納整理機構　4026・285・0111

マイナンバーカード（個人番号カード）
を取得すると、e-Tax（国税電子申告・
納税システム）や、証明書コンビニ交付
サービスにご利用いただけます。
申請は、インターネット、郵送、市役
所窓口（市民課・各支所地域課）で行え
ます。申請後、カードの受け取りまで 3
週間程度かかります。必要書類等は市民
課（1階1番窓口）まで問い合わせください。
問市民課市民担当�471・2489�671・2503

インターネットを利用して給与支払報告書の提出や償却資産の
申告ができる eLTAXをご利用ください。
本年 10 月から、地方税共通納税システムが開始しました。地

方税共通納税システムとは、eLTAXを利用して、職場等のパソ
コンからそれぞれの地方公共団体へ電子納税が可能となる仕組み
です。個人住民税（特別徴収分）等が複数の地方公共団体に対し
て一度の操作で納入できます。
利用には地方税共同機構に届け出が必要です。詳しくは、機構

Ｈ
ホームページ

Ｐをご覧ください。
問ヘルプデスク40570・0

ハイシンコク

81459

マイナンバーカード交付申請申告には便利なe
エ ル タ ッ ク ス

LTAX（電子申請）をご利用ください

今から準備！令和元年分の申告書類忘れずに！固定資産税　償却資産の申告
医療費控除固定資産税　償却資産申告書

家屋を取り壊したらお知らせください

収支内訳書

給与支払報告

多 額の医療費を支払った場合や特定の医療品を
購入した場合は、確定申告を行うことで所得

額から一定額を控除される場合があります。また、
定期健康診断などの一定の取り組み（★ 1）を行い、
特定一般用医薬品等を購入した場合には、医療費控
除か特例（セルフメディケーション税制）のどちら
かを選択することができます。
★ 1…定期健康診断、予防接種、がん検診、特定健康診査、

特定保健指導

●対象となる費用　
医師による診察や治療費、治療に必要な医薬品、
医療用器具の購入費、特定一般用医薬品等の購入費、
介護保険制度の下で提供された施設サービスの対価
などのうち実際に負担した金額。
●医療費控除には申告が必要です
必要書類を添えて、申告書と一緒に提出してくだ
さい。確定申告する場合は、国税庁Ｈ

ホームページ

Ｐ「確定申告
書等作成コーナー」で作成した確定申告書を印刷し、
郵送で提出することもできます。

【必要書類】
医療費控除またはセルフメディケーション税制の
明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにす
る書類（特例を選択した場合）
※医療保険者から交付された「医療費通知」を添付する場

合は、明細書の記載を省略できます。領収書は提出不要

ですが、5年間保管してください。

◆計算方法など詳細は、国税庁Ｈ
ホームページ

Ｐをご覧ください。

毎年１月１日現在、会社や個人事業主が事業のた
めに土地や家屋以外の構築物、機械、器具、備

品などの資産（償却資産）を所有している場合、申告が
必要です。申告用紙を12月上旬に発送しますが、用紙の
不足や届かない場合はご連絡ください。
●申告時の注意点　
　法人税や所得税・市県民税の申告をしない場合や前
年と同じでも申告してください。資産の多少、金額の大
小にかかわらず該当する資産は記入してください。
〇農耕作業車が申告対象になる場合も
農耕作業車の多くは対象外（軽自動車税の対象）で
すが、大型特殊自動車の場合、申告の対象となります。

〇個人が設置した太陽光発電設備の申告　
　次の場合は申告してください。
▷全量売電する設備　
▷発電した電力を自宅で使用し、余剰分を売電し
ている 10㌗以上の設備

※法人が取り付けた設備、個人事業主が自己の事業
に供する場合はすべて償却資産に該当します。

●固定資産税の軽減　
①経営力向上計画に基づき平成 31 年 3 月 31 日まで

に取得した資産
　【内容】取得後 3年度分の対象資産の課税標準額を
2分の１とする（平成 30 年中に経営力向上計画
の認定を受けていない場合は 2年度分）

　※詳細は　
②先端設備等導入計画に基づき取得した資産
　【内容】取得後 3年度分の課税標準額をゼロとする
　※同計画の申請・認定については、商工労政課（3
階2番窓口　471・2041）へ問い合わせください。

営 業、農業、不動産の所得がある人は、市県民税・
所得税の申告の時に収支内訳書が必要です。

必ず事前に作成し、申告の時に持参してください。
農業所得を計算するための簡易表が、税務課（1階�
番窓口）または各支所地域課ありますのでご利用ください。

家屋に関わる固定資産税は、毎年１月１日現在に存
在する家屋に課税されます。家屋を一部分でも取

り壊した場合、床面積の大小にかかわらず届け出をお願
いします。届け出がない場合、引き続き課税されますので、
ご注意ください。家屋を取り壊したら、「家屋取り壊し申
告書」を記入の上、税務課へ提出してください。申告書
は税務課・各支所地域課または市Ｈ

ホームページ

Ｐから入手できます。
詳しくは問い合わせください。

●詳しくは手引きをご覧ください　
計算方法や対象資産等、詳細は「償却資産申告の

手引き」をご覧ください。手引きは税務課（１階�番
窓口）・各支所地域課または市Ｈ

ホームページ

Ｐから入手できます。
●提出期限　１月 31 日（金）
●混雑を避け、早めの申請を！
提出時はマイナンバーカードと本人確認書類（運
転免許証等）を提示または添付、郵送の場合は、写
しを添付してください。期限間近は窓口が大変混雑
します。早めの提出にご協力ください。 令 和元年中に給与等（課税対象の手当も含む）

を支払った事業者および給料・賃金、雇人費
や専従者給与の支払いをした営業、農業、不動産所
得のある人は、給与支払報告書の提出が必要です。
受給者全員分の提出をお願いします。提出用紙は税
務署および税務課、各支所地域課にあります。事業
者の皆さんには、11 月中旬に給与支払報告書の総括
表（または給与支払報告書提出のお知らせ）と普通
徴収切替理由書の様式を郵送しましたのでご確認く
ださい。
●提出期限　１月 31 日（金）

義務化
ご確認
ください

提出枚数が100枚以上の事業者は、
電子データによる提出が義務化課税明細書により

課税内容をご確認ください

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべき当
該法定調書の提出枚数が 100 枚以上の事業者

は、電子データ（e-Tax または光ディスク）による
提出が必要となります。
また、給与支払報告書についても、eLTAXまた
は光ディスクによる提出が義務付けられます。

４月に送付した固定資産税納税通知書に同封し
た課税明細書により、土地・家屋について課

税の内容をご確認ください。市では税負担の公平の
観点から、土地、家屋および償却資産の調査を随時
進めていますのでご協力ください。

税
務
課
家
屋
担
当
・
土
地
担
当
（
4�

71
・
２
４
８
２　

6�

72
・
２
０
６
５
）

税
務
課
市
民
税
担
当　
（
4�

71
・
２
４
８
５　

6�

72
・
２
０
６
５
）

エルタックス ← 長野県地方税滞納整理機構 ←

経営力向上計画 ←

出品予定の一例
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里
山
の
再
生
～�

（
市
耕
地
林
務
課
）

②
不
用
食
器
・
要
ら
な
い
人
か
ら
要

る
人
へ
（
不
用
食
器
リ
サ
イ
ク
ル
実

行
委
員
会
）

▽
市
自
治
基
本
条
例
に
つ
い
て

対
ど
な
た
で
も　

費
無
料　

申
不
要

申
請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は

申
請
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内
申
請
部
門　

▽
物
品
・
役
務
・
そ
の

他
業
務
委
託
▽
建
設
工
事
（
中
間
申

請
）
▽
建
設
コ
ン
サ
ル
（
中
間
申
請
）

申
１
月
14
日
（
火
）
か
ら
2
月
14
日

（
金
）
に
契
約
検
査
課
へ
郵
送
（
期
日

必
着
）
で
。
要
領
・
様
式
は
市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジＰ

か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

提
〒
３
９
９
‐
８
２
８
１
（
住
所
記
載

不
要
）
契
約
検
査
課�

宛

市
の
良
好
な
景
観
育
成
や
景
観
行
政

に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
景
観
審
議

会
の
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
詳
細

は
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内
任
期　

１
月
22
日（
水
）か
ら
2
年
間

　

選
考　

応
募
書
類
に
よ
る
書
類
審
査

対
20
歳
以
上
の
市
内
在
住
者

申
12
月
9
日
（
月
）
か
ら
１
月
9
日

（
木
）に
申
込
書
お
よ
び
小
論
文
を
提

出
。
募
集
要
項
・
申
込
書
は
建
築
住

宅
課
（
2
階
�
番
窓
口
）
ま
た
は
市

Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

▽
小
論
文
テ
ー
マ
（
８
０
０
字
程
度
）

　

安
曇
野
市
の
理
想
と
す
る
景
観

無
理
な
く
足
腰
を
鍛
え
、
体
力
・
筋

力
ア
ッ
プ
を
目
指
す
教
室
で
す
。

日
１
月
9
日
～
3
月
26
日
の
間
で
お
お

む
ね
週
１
回
木
曜
日
、
午
後
１
時
30

分
～
3
時

場
穂
高
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー

対
市
内
在
住
の
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の

人
（
医
師
か
ら
運
動
制
限
の
指
示
が

あ
る
人
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
）

内
膝
痛
・
腰
痛
予
防
な
ど
に
効
果
的
な

体
操
、
体
力
測
定
、
歯
科
相
談
ほ
か

費
無
料　

定
40
人
（
先
着
順
・
新
規
優
先
。
同
教

室
他
会
場
と
の
重
複
参
加
不
可
）

申
12
月
9
日
（
月
）
か
ら
13
日
（
金
）

に
介
護
保
険
課
（
１
階
�
番
窓
口
）

へ
直
接
ま
た
は
電
話
で

松
く
い
虫
被
害
か
ら
松
を
守
る
、
薬

剤
樹
幹
注
入
の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

日
12
月
14
日
（
土
）・
20
日
（
金
）

午
前
10
時
～
正
午（
両
日
同
じ
内
容
。

天
候
に
よ
る
内
容
変
更
あ
り
）

場
権ご
ん
げ
み
や

現
宮
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

講
耕
地
林
務
課
職
員�

費
無
料�

申
不
要

持
防
寒
具
（
屋
外
で
作
業
で
き
る
服

装
）、
軍
手
（
手
袋
）

心
豊
か
に
暮
ら
し
、
助
け
合
い
、
支

え
合
う
地
域
社
会
実
現
の
た
め
、
災
害

に
対
す
る
地
域
社
会
の
取
り
組
み
等
か

ら
、協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
ま
す
。

日
12
月
22
日
（
日
）

午
後
１
時
30
分
～
3
時
30
分

場
豊
科
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

内
▽
講
演
「
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

～
地
域
防
災
の
構
築
に
向
け
て
～
」

講
師　

木
村
晴は

る
ひ
さ壽
先
生
（
松
本
大
学

総
合
経
営
学
部
教
授
）

▽
協
働
実
践
事
例
発
表

①
さ
と
ぷ
ろ
。
～
市
民
参
画
に
よ
る

市内養豚場等においてＣＳＦ（豚コレラ）防疫に伴うワクチン接種を行いました

飼養豚へのワクチン接種を市内すべての養豚場および飼育施設において、10 月 26 日（土）から 11 月 3 日
（日）までに実施しました。このワクチン接種により養豚場および飼育施設でのＣＳＦ（豚コレラ）感染のリ
スクを下げることができました。市は今後も養豚場等での発生を防疫するため関係機関との連携を継続してい
きます。野生イノシシからの感染についても未だ防疫対応中のため、市民の皆さまには引き続き防疫にご協力
をお願いします。防疫のポイントや経過などは「広報あづみの」10 月 2 日発行号 7ページを参照してください。
※ワクチン接種をした豚の肉を食べても、人の健康に影響はありません。

【防疫のポイント】
▷下山したら靴底を消毒する　▷養豚場・飼育施設等への不要な接近を避ける
問農政課生産振興担当　471・2428　671・2507

凡例　日日時　場場所　内内容　対対象　期期間　講講師　費費用　定定員　持持ち物　申申し込み　提提出先　 その他　問問い合わせ

※特に記載のない場合、申込時間は平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。

①クラフトバンドのバスケット作り
小物入れやリビングの収納かご

にもできるバスケットを作ります。
費 500 円　
②きらめくハーバリウム作り

簡単に楽しくハーバリウム作り
を行います。
費大人 2,000 円、小学生 1,000 円

小学生にはミニボトルを用意　
③森のめぐみのリース作り

自然素材のオリジナルリースを
作ります。
費 1,500 円　

【①～③共通事項】
日 12月14日（土）午後１時～３時
場穂高交流学習センター「みらい」

展示ギャラリー
対小学生以上　定 10 人（先着順）
申 12 月６日（金）から「みらい」

へ直接または電話で
休月曜日

おとなも楽しく！
ものづくりワークショップ

問穂高交流学習センター「みらい」
481・3111　682・0966

放送大学　４月入学生募集
問放送大学長野学習センター
40266・58・2332

Information�Box

年末年始料理講座
年末年始におすすめの料理を作

ります。
日 12 月 19 日（木）
　午前９時 30 分～正午
場明科公民館調理実習室
内フライドチキン、牛肉とごぼう

の堀川巻き、ショコラケーキ な
ど

対市内在住・在勤者
講高橋清美さん（元松本広域調理

師会会長）
費 1,000 円　定 20 人（先着順）
持料理を持ち帰りできる容器
申 12 月９日（月）・10 日（火）に

明科公民館へ電話で

お正月の花を飾ろう
自分で生けたお花を部屋に飾っ

て新しい年を迎えませんか。
日 12 月 25 日（水）
　午前 10 時～ 11 時 30 分
場明科公民館創作室　
対市内在住・在勤者（経験問わず）
講細川留美子さん　
費 2,000 円　定 15 人（先着順）
持花器・剣山・花ばさみ・新聞紙・

タオル（道具がない人は申込時
にご相談ください）

申 12 月 16 日（月）・17 日（火）に
明科公民館へ電話で

しめ縄作り講習会
お正月用のしめ縄飾りを作ります。

日 12 月 21 日（土）
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
場美術館オリエンテーションルーム
講古幡正夫さん　費無料
定 15 人（先着順）　持ハサミ・座布団
申 12 月 10 日（火）から美術館へ

電話で

石川元之 写真展「竹
ちくかい

界」
大判のフィルムカメラを使用し

撮影したモノクロームの竹林の風
景写真を展示します。
日２月 11 日（火）まで
　午前９時～午後５時
場記念館地階展示室　費要入館料
休月曜日（祝日の場合は開館）、祝日

の翌日、12 月 28 日～１月４日

幅広い世代の学生がさまざまな目
的で学んでいます。１科目から学ぶこ
とができます。無料で資料提供が可
能です。
内心理学、福祉、経済、歴史、情

報など約 300 科目から学べます。
出願期間
　▷第１回　２月 29 日（土）まで
　▷第２回　３月17 日（火）まで

こたつ講座（全８回）
学芸員がとっておきの話をする講座

です。こたつを囲んで話をする感覚
で気軽に参加できます。興味がある
講座だけの受講も可能です。第６回
以降は今後お知らせします。

【各回共通事項】
場博物館学習室 費無料（要入館料）
定各回 50 人（先着順）
申各回前日までに博物館へ電話で
休月曜日（祝日の場合は開館）・祝日

の翌日、12 月 28 日～１月４日

第 16 回友の会絵手紙展・
第３回友の会戦時生活展

ぬくもりのある言葉と絵で描いた
絵手紙と、戦時中の安曇野に関わ
る証言や写真の展示をします。
日 12 月４日（水）～ 22 日（日）
　午前９時～午後５時（最終日は

午後４時まで）
場郷土博物館２階展示室

※特に記載のない場合、申込時間は平日の午前 9 時から午後５時まで。入館料等詳細は各施設まで。

生涯学習・施設
催し講座
凡例　　　日日時　期期間　場場所
内内容　　対対象　講講師　費費用
定定員　　持持ち物　　申申し込み
提提出先　 その他　問問い合わせ
休休館日　m 電子メール

明科公民館
問 462・4605　662・5894

豊科近代美術館
問 473・5638　673・6320

田淵行男記念館
問 472・9964　688・2010

豊科郷土博物館
問 472・5672　672・7772

日時 演題 講師

第1回
12月14日（土）

現代葬式事情
～あなたは家族葬
にしますか？

宮本尚子

第2回
12月21日（土）

仏迎えに行く寺
～満願寺・善光寺
そして光前寺～

倉石あつ子

第3回
1月11日（土）

熊井啓と陸軍松本
飛行場 原明芳

第4回
1月18日（土）

河野齢蔵と植物学
の系譜 松田貴子

第5回
1月25日（土）

室町時代　諏訪信仰
を広めたのは誰だ？

村石正行
（県立歴史館）

せ

ら

知

お
松
く
い
虫
予
防「
樹
幹
注
入
講
習
会
」

問
耕
地
林
務
課
林
務
担
当

（

71
・
２
４
３
２ 

71
・
２
５
０
７
）

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム

問
地
域
づ
く
り
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係

（

71
・
２
４
９
４ 

72
・
３
１
７
６
）

景
観
審
議
会
公
募
委
員

問
建
築
住
宅
課
建
築
景
観
係

（

71
・
２
２
４
２ 

72
・
３
５
６
９
）

令
和
２
・
３
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
受
付

問
契
約
検
査
課
契
約
係

（

71
・
２
０
０
２ 

71
・
５
１
５
５
）

足
腰
ら
く
ら
く
体
操
教
室

（
穂
高
会
場
木
曜
コ
ー
ス
）

問
介
護
保
険
課
介
護
予
防
担
当

（

71
・
２
４
７
４ 

71
・
２
５
０
３
）

集

募
●こたつ講座日程

※時間は午前10時30分～11時30分
　5回目は午後1時30分～3時
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12/3 ～ 12/9
障害者
週間

一人ひとりが輝き、こころ豊かに　
安心して暮らせる「共生のまち」を目指して

障がいのある人の福祉により関心を深め、障がいのある人がさまざまな分野で積極的に活動できることを目
的とした週間です。お互いを思いやり、ともに支え合い安心して暮らせるまちをつくっていきましょう。

第７回地域で共に生きようフェスティバル
精神障がいについて多くの人に理解を深めていただくために、精神
保健福祉に関するパネルディスカッションを行います。

■日　時　12 月 14 日（土）午後 1時～ 3時
開場：午後 0時 30 分

■場　所　豊科交流学習センター「きぼう」
■内　容　パネルディスカッション

●特別ゲスト　もう中学生さん（お笑い芸人）
●パネリスト　
・精神障がいを持つ当事者
・桑村智さん（ミサトピア小倉病院病院長）
・北沢和雄さん（松本地域精神障害者家族会「松の会」元会長）
・二宮美和さん（精神保健福祉士・フリーランスソーシャルワーカー）
・河原淳史さん（相談支援専門員・当フェスティバル実行委員長）

■費　用　無料　■定　員　200 人（先着順）　■申　込　不要
■問合せ　地域で共に生きようフェスティバル実行委員会事務局
　ＮＰＯ法人あづみ野　488・3955
福祉課障がい福祉担当　471・2251　671・2328

障がい者就職面接会
就職を希望する障がい者の皆さんと受け入れを検討している事業主
の皆さんを募集します。

■日　時　１月 16 日（木）午後１時～ 4時（受付�正午～）
■場　所　ホテルブエナビスタ 3階グランデ（松本市本庄 1‐2‐1）
■申　込　事業主は事前にハローワーク松本へ。就職希望者は不要。
■持ち物　履歴書（就職希望者）
■問合せ　松本公共職業安定所　427・0111　部門コード :42 ♯

①障害者差別解消法
行政機関、会社等の民間事業者に、障が

いのある人への「不当な差別的取り扱いの禁
止」、「合理的配慮の提供」を定める法律です。

障害者基本法に定められた「障がいのあ
る人」が対象で、障害者手帳の所持者には
限られません。

◆不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なくサービスの提供を拒否・

制限・条件の付与など、障がいのない人と
違う扱いをすることです。

◆合理的配慮の提供とは
障がいに合った工夫ややり方を求められ

た場合、それに配慮することです。

②障害者虐待防止法
虐待は障がい者の尊厳をおびやかし、自

立や社会参加を妨げます。虐待は身体的虐
待だけでなく、性的虐待や心理的虐待、放棄・
放任、経済的虐待などさまざまです。虐待
を防ぐには、一人ひとりが認識し早期発見
することが大切です。同法では、虐待に気
づいた人に通報義務を定めています。

◆問合せ・通報窓口
福祉課障がい福祉担当　
▷平日（午前8時30分～午後5時15分）

471・2251　671・2328
▷夜間・土日・祝日
471・2000（代）　671・2166

ご存知ですか？

もう中学生さん


